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各 都 道 府 県 総 務 部 長 

 （人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 

 各 指 定 都 市 総 務 局 長    殿 

 （人事担当課扱い） 

 各 人 事 委 員 会 事 務 局 長  

 

             総務省自治行政局公務員部公務員課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正等について 

（令和４年１月１日施行の妊娠・出産・育児に係る休暇の新設・有給化関係） 

 

 

本日、人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院

規則（人事院規則 15－14－38）、人事院規則 15－15（非常勤職員の勤務時間及び休暇）

の一部を改正する人事院規則（人事院規則 15－15－18）及び人事院規則 10－15（妊娠、

出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の一部を改正する人事院規則（人事

院規則 10－15－2）が公布されるとともに、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用につ

いて」の一部改正について（職職－３７７）、「人事院規則１５―１５（非常勤職員の勤

務時間及び休暇）の運用について」の一部改正について（職職－３７８）及び「人事院規

則１０―１５（妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の運用につい

て」の一部改正について（職職－３７９）が発出され、令和４年１月１日から施行される

こととなります。 

つきましては、各地方公共団体におかれては、地方公務員法の趣旨に沿い、下記の人事

院規則及び人事院運用通知の改正内容等に留意の上、休暇の新設・有給化等について令和

４年１月１日より適用すべく、人事委員会規則等の改正など所要の措置を講じていただく

ようお願いします。 

各都道府県においては、貴都道府県内の市区町村等に対しても御連絡いただくようお願

いします。なお、本通知については地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会

システムを通じて、各市区町村に対しても情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は、地方公務員法第 59条（技術的助言）及び地方自治法第 245条の４（技術的助

言）に基づくものです。 

 

記 

 

Ⅰ 不妊治療のための休暇の新設関係 

 １ 改正の概要 

⑴ 休暇の事由 
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職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場

合 

⑵ 休暇の付与日数 

１の年（非常勤職員の場合は、１の年度）において５日（体外受精及び顕微授精

に係るものである場合にあっては、10日）の範囲内の期間 

⑶ 休暇の単位 

１日又は１時間。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該

残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用可能。 

⑷ 休暇の請求及び承認 

現行の特別休暇と同様の取扱い。休暇の承認に係る証明書類には、例えば、診察

券、領収書、治療の内容が分かる書類等が含まれる。 

２ その他留意事項 

   不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請であり、公務においても不

妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いとの考えから、国家公務員について新た

な特別休暇が措置されるものであること。 

   なお、休暇の付与日数等については、国家公務員に新設される不妊治療のための休

暇の内容を基本として対応すべきものとなるが、不妊治療のための休暇が措置される

趣旨等を総合的に勘案し、地域の実情も踏まえた上で、各地方公共団体において検討

すべきものであること。 

また、不妊治療の対象範囲、休暇の請求・承認・証明書類、病気休暇との関係等に

ついては、人事院規則及び人事院運用通知の改正内容のほか、人事院から本日付けで

Ｑ＆Ａが示されているので、併せて参考とされたいこと。 

 

Ⅱ 非常勤職員の休暇関係（Ⅰの不妊治療のための休暇を除く） 

 １ 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新設 

   現行の常勤職員に対する配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇と原則として同

様の事由、付与日数等で、非常勤職員に対し休暇を新設するものであるであること。 

 ２ 産前休暇・産後休暇の有給化 

   これまで無給の休暇として規定されていた非常勤職員の産前休暇・産後休暇につい

て、有給の休暇として規定するものであること。 

 ３ その他留意事項 

   施行日前に申出・届出があった、改正前の規定に基づく施行日をまたぐ産前休暇・

産後休暇は、施行日以降の期間について有給の休暇となるものであること。 

   なお、非常勤職員は、産前休暇・産後休暇の期間について共済組合等から出産手当

金を受けていることが想定されるが、当該期間中について給与の支払いを受ける場合

には、出産手当金の全部又は一部が支給停止となる仕組みであることから、その事務

の取扱いに留意をすること。 

 

Ⅲ ハラスメント関係 

  Ⅰ及びⅡの改正により不妊治療のための休暇（常勤・非常勤）並びに配偶者出産休暇

及び育児参加のための休暇（非常勤）が新設されることに伴い、人事院規則１０－１５

（妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等）が改正され、ハラスメン
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トの対象に不妊治療を受けることに関する言動により職員の勤務環境が害されることを

追加し、ハラスメントの対象となる制度又は措置に不妊治療のための休暇、配偶者出産

休暇及び育児参加のための休暇を追加する改正が行われていることに留意し、適切に対

応していただきたいこと。 

 

 

 

 

 

連絡先 総務省自治行政局公務員部公務員課 

公務員第四係     

電 話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 
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